
第 43 回 太平洋広域漁業調整委員会 

議 事 次 第 

日 時：令和７年 11 月４日（火） 15：00～ 

場 所：ベルサール八重洲 ３階 Room2+3 

（東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル 2・3F） 

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 題

（１）委員の改選に伴う対応について

① 会長職務代理者の互選について

② 部会に属すべき委員の指名について

（２）令和７年度のくろまぐろ遊漁に関する管理について

（３）太平洋くろまぐろの遊漁に係る届出制に関する委員会指示及び採捕に関

する委員会指示の一部改正について

（４）沿岸くろまぐろ漁業の承認に係る対応について

（５）広域資源の管理について

(６) その他

① ＴＡＣ資源拡大に向けた検討状況について

② 令和８年度資源管理関係予算について

③ 広調委の今後の役割等について

④ その他

４ 閉 会
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　　 根拠法令：漁業法（昭和24年法律第267号）

　　 定　　員：28人（大臣選任10人、都道県互選18人）　 

任　　期：４年  大臣選任委員(第６期)：2022年 6月1日～2026年5月31日

都道県互選委員(第７期)：2025年10月1日～2029年9月30日

北海道 阿部
アベ

 国雄
クニオ

渡島海区漁業調整委員会 委員

青森県 南谷
ミナミヤ

　雅人
マサト

青森県東部海区漁業調整委員会委員

岩手県 亘理
ワタリ

　榮
マサヨシ

好 岩手海区漁業調整委員会会長

宮城県 尾
オ

定
サダ

　誠
マコト

宮城海区漁業調整委員会会長

福島県 鈴木
スズキ

　哲二
テツジ

福島海区漁業調整委員会会長代理

茨城県 清水
シミズ

　信宏
ノブヒロ

茨城海区漁業調整委員会会長

千葉県 石井
イシイ

　春
ハル

人
ヒト

千葉海区漁業調整委員会会長

東京都 馬場
ババ

　治
オサム

東京海区漁業調整委員会会長

神奈川県 宮川
ミヤガワ

　　均
ヒトシ

神奈川海区漁業調整委員会副会長

静岡県 高田
タカダ

　充朗
ミツロウ

静岡海区漁業調整委員会会長

愛知県 石井
イシイ

　克也
カツヤ

愛知海区漁業調整委員会委員

三重県 矢田
ヤダ

　和夫
カズオ

三重海区漁業調整委員会会長

和歌山県 片谷
カタタニ

　　匡
タダシ

和歌山海区漁業調整委員会委員

徳島県 竹本
タケモト

　晴茂
ハルシゲ

徳島海区漁業調整委員会委員

高知県 木下
キノシタ

　　清
キヨシ

高知海区漁業調整委員会会長

愛媛県 ※後日、互選予定

大分県 濱田
ハマダ

　貴
タカ

史
シ

大分海区漁業調整委員会委員

宮崎県 成
ナリ

原
ハラ

　淳一
ジュンイチ

宮崎県海区漁業調整委員会委員

野﨑
ノザキ

　太
タイ

株式会社酢屋商店　代表取締役

鈴木
スズキ

　宏彰
ヒロアキ

有限会社福栄丸漁業　代表取締役社長

長島　孝好
ナガシマ タカヨシ

大師丸漁業株式会社　代表取締役

小坂田
コ サ カ ダ

　浩嗣
ヒロツグ

昭和漁業株式会社　代表取締役社長

小玉
コダマ

　祐
ユウ

樹
キ

有限会社小玉漁業　代表取締役

中田
ナカタ

　勝淑
カツヒデ

高知かつお漁業協同組合　代表理事組合長

井上
イノウエ

　幸宣
ユキノリ

全国かじき等流し網漁業協議会　副会長

関
セキ

　いずみ 学校法人東海大学　人文学部　教授

北門
キタカド

　利英
トシヒデ

▲ 国立大学法人東京海洋大学　教授

花岡
ハナオカ

　和佳
ワカオ

男 株式会社シーフードレガシー 代表取締役社長

※ ▲は会長、■は会長職務代理者

都
道
県
互
選

大
臣
選
任

漁業者
代表

学識
経験

太平洋広域漁業調整委員会　委員名簿

区　分 氏名 現職
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号（案）の概要 
 
１．届出  
（１）遊漁者 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの期間中（以下「管理期
間」という。）において、くろまぐろ（大型魚）を採捕しようとする遊
漁者は、以下の内容について、当該期間において最初にくろまぐろ（大
型魚）の採捕をしようとする日の１営業日前までに委員会に届け出なけ
ればならない。 
ア 氏名、住所、電話番号及びメールアドレス 
イ その他委員会会長が必要と認めて別に定める事項 

 
（２）遊漁船業者 

 管理期間中において、くろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁
者を漁場に案内しようとする遊漁船業者は、使用する船舶ごとに、以下
の内容について、令和８年１月１日から同年３月 20 日までに委員会に届
け出なければならない。 
ア 氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、住所、電話番号及

びメールアドレス 
イ 船名 
ウ 遊漁船登録番号 
エ 入出港しようとする場所 
オ その他委員会会長が別に定める事項 
※ 委員会会長が別に定める要件に適合する者にあっては、管理期間中に最初にく

ろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする日の属

する月の前月十日までに委員会に届け出なければならない。 

 
（３）遊漁船以外の船舶を運航する者 

 管理期間中において、遊漁船以外の船舶を運航してくろまぐろ（大型
魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする者又は自ら漁
場に赴こうとする者は、使用する船舶ごとに、以下の内容について、令
和８年１月１日から同年３月 20 日までに委員会に届け出なければなら
ない。 
ア 氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、住所、電話番号及

びメールアドレス 
イ 船名 
ウ 船舶番号又は船舶検査済票の番号 
エ 入出港しようとする場所 
オ その他委員会会長が別に定める事項 
※ 委員会会長が別に定める要件に適合する者にあっては、管理期間中に最初にく

ろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内し、又は自ら漁場に

赴こうとする日の属する月の前月十日までに委員会に届け出なければならない。 
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（４）届出事項の変更 
（１）から（３）までの規定による届出をした者は、届出した事項に

変更が生じたときは、速やかに、委員会に変更の届出をしなければなら
ない。 

 
（５）届出番号の交付 

委員会は、（１）から（３）までの届出を受け付けた際には、その届
出者に届出番号を遅滞なく交付する。 

 
２．指示の有効期間  

令和８年１月１日から令和９年３月 31 日までとする。 
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太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
一
号
（
案
）

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
遊
漁
者
及
び
く
ろ
ま
ぐ

ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
遊
漁
者
を
漁
場
に
案
内
し
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
べ
き
届
出

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
四
日

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

北
門

利
英

一

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

１

「
遊
漁
者
」

水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。

㈠

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合

㈡

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合

㈢

試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合

２

「
管
理
期
間
」

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。

３

「
太
平
洋
」

法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三

十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
太
平
洋
を
い
う
。

４

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
」

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を

い
う
。

５

「
遊
漁
船
業
者
」

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
業
者
を
い
う
。

６

「
遊
漁
船
」

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
を

い
う
。

二

届
出

１

遊
漁
者

管
理
期
間
中
に
太
平
洋
に
お
い
て
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
遊
漁

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
期
間
に
お
い
て
最
初
に
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕

を
し
よ
う
と
す
る
日
の
一
営
業
日
（
「
営
業
日
」
と
は
、
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
で
な
い
日
を
い
う
。
）
前

ま
で
に
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

㈠

氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
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㈡ 

そ
の
他
委
員
会
会
長
が
必
要
と
認
め
て
別
に
定
め
る
事
項 

２ 

遊
漁
船
業
者 

管
理
期
間
中
に
太
平
洋
に
お
い
て
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
遊
漁

者
を
漁
場
に
案
内
し
よ
う
と
す
る
遊
漁
船
業
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
日
ま
で
に
、
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
管

理
期
間
中
に
お
い
て
最
初
に
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
遊
漁
者
を
漁
場

に
案
内
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
十
日
ま
で
に
、
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

㈠ 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス 

㈡ 

船
名 

㈢ 

遊
漁
船
登
録
番
号 

㈣ 

入
出
港
し
よ
う
と
す
る
場
所 

㈤ 

そ
の
他
委
員
会
会
長
が
必
要
と
認
め
て
別
に
定
め
る
事
項 

３ 

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
運
航
す
る
者 

管
理
期
間
中
に
太
平
洋
に
お
い
て
、
遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
運
航
し
て
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大

型
魚
）
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
遊
漁
者
を
漁
場
に
案
内
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
自
ら
漁
場
に
赴

こ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か

ら
令
和
八
年
三
月
二
十
日
ま
で
に
、
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員

会
会
長
が
別
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
管
理
期
間
中
に
お
い
て
最
初
に
く

ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
遊
漁
者
を
漁
場
に
案
内
し
、
又
は
自
ら
漁
場
に

赴
こ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
十
日
ま
で
に
、
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈠ 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス 

㈡ 

船
名 

㈢ 

船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号 

㈣ 

入
出
港
し
よ
う
と
す
る
場
所 

㈤ 

そ
の
他
委
員
会
会
長
が
必
要
と
認
め
て
別
に
定
め
る
事
項 

４ 

１
か
ら
３
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
届
出
の
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
委
員
会
に
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

１
の
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
遊
漁
者
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な

い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

２
の
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
遊
漁
船
業
者
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
目
的
と

し
て
遊
漁
者
を
漁
場
に
案
内
し
て
は
な
ら
な
い
。 
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７

３
の
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
運
航
す
る
者
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型

魚
）
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
遊
漁
者
を
漁
場
に
案
内
し
、
又
は
自
ら
漁
場
に
赴
い
て
は
な
ら
な

い
。

８

委
員
会
は
、
１
か
ら
３
ま
で
の
届
出
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
者
に
届
出
番
号
を

遅
滞
な
く
交
付
す
る
。

三

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す

る
。

四

そ
の
他

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号の二の２及び３に基づく委員会会長が定める要件

及び要件に適合する者に関する対応方針（案） 

 

令和７年 11月４日策定 

 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号（以下「委員会指示」という。）の二の２及び３

のただし書に基づき、太平洋広域漁業調整委員会会長（以下「会長」という。）が定める要

件及び要件に適合する者に関する対応方針について、以下のとおり定める。 

 

１ 委員会指示の二の２及び３で定める届出期間外に届出しようとする者（以下「期間外

届出者」という。）は、次の表の左欄で定める要件により届出を行えなかった場合は右欄

で定める書類の写しを添えて届出を行うものとする。 

要 件 提出する書類 

（１）新たに船舶を取得した場合 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）第９条第

１項に基づき交付された船舶検査証書及び以下

の書類のいずれか。 

① 小型船舶の登録等に関する法律（平成 13年

法律第 102 号）第７条に基づき通知された小

型船舶登録事項通知書 

② 漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）第 12 条

第１項に基づき交付された登録票 

（２）漁船登録をしている漁船につい

て、新たに船舶安全法に基づく船

舶検査を受けた場合 

以下の書類。 

① 船舶安全法第９条第１項に基づき交付され

た船舶検査証書 

② 漁船法第 12 条第１項に基づき交付された

登録票 

（３）遊漁船業の適正化に関する法律

（昭和 63 年法律第 99 号）第３条

第１項に基づき、新たに登録を受

けた場合 

以下の書類のいずれか。 

① 遊漁船業の適正化に関する法律第５条第２

項に基づく通知 

② 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則

（平成元年農林水産省令第 37 号）第 18 条第

１項第１号で定められた様式のうち、別記様

式第８号 

（４）被災した結果、委員会指示に定め

る届出期間に届出を行えなかった

場合 

以下の書類のいずれか。 

① 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）

第 90 条の２第１項に基づき市町村長から交

付された証明書（罹災証明書） 

② 各自治体が発行する被災証明書 

 

２ 水産庁は、上記１の届出があった場合は速やかに期間外届出者に対し確認を行い、上

記１の表の左欄の要件により届出期間内に届出を行えなかったと認められる場合には、

届出を受付けることとし、後日、会長及び太平洋広域漁業調整委員会に報告を行う。 
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号の四に基づく遊漁者等によるくろ

まぐろの採捕の届出に関する事務取扱要領（案） 

令和７年 11 月４日策定 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号（以下「委員会指示」という。）の四

に基づき、太平洋広域漁業調整委員会会長が定める遊漁者等によるくろまぐろ

の採捕の届出に関する事務の取扱等について、以下のとおり定める。 

１．届出の方法 

委員会指示の二に定める届出は、水産庁ホームページ「クロマグロ遊漁の

部屋」（https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html）

に設けた届出用ウェブサイト（以下「届出サイト」という。）に掲載する次に掲げる

いずれかの方法により提出するものとする。また、届出の内容に変更が生じた

場合も同様とする。なお、いずれの方法でも届出が出来ない場合は、代替の方

法も可とする。 

（１）届出サイトへの入力

届出サイトにアクセスし、届出用の電子フォームに入力する。

（２）電子メールによる送信

届出サイトに掲載される別紙様式をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、

電子ファイルをメールアドレス jfa_bluefin_rec★maff.go.jp 宛に電子メールで送

信する。 

※★を＠に置き換えること

２．届出に関する留意事項 

（１）委員会指示の二に定める届出は、参考資料に記載する海域ごとに、その海

域に設置された広域漁業調整委員会に提出すること。
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（２）委員会指示の二の１の届出を行うに当たっては、届出時に以下の内容が判

明している場合は、その内容も記載して届け出ること。 

ア （遊漁船を使用する場合）船名、遊漁船が登録されている都道府県名、遊

漁船登録番号 

イ （遊漁船以外の船舶を使用する場合）船名、船舶番号又は船舶検査済票

の番号 

ウ カヤックやスタンドアップパドルボート（SUP）等を利用する場合 

エ 入出港しようとする場所 

オ 予定しているくろまぐろの採捕（釣り）の方法 

 

（３）委員会指示の二の２の届出を行うに当たっては、遊漁船が登録されている

都道府県名を記載して届け出ること。 

 

（４）委員会指示の二の２又は３の届出を行うに当たっては、使用しようとする船

舶ごとに届け出ること。 

 

（５）委員会指示の二の２の㈣及び３の㈣に定める入出港しようとする場所は、都

道府県名及び漁港又は港湾の名称等を記載すること。 

 

３．個人情報等の取扱いについて 

届出のあった内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際

的な枠組みにおける資源管理その他の漁業生産力の発展に資する取組に活

用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規定する独

立行政法人等をいう。）、都道府県、その他の関係機関（これらの機関から委託

を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することがある。 

 

４．届出に対する問い合わせ 

届出に形式的な不備等がある場合は、太平洋広域漁業調整委員会（以下

「委員会」という。）の事務局（水産庁）から補正を指示することがある。また、届

出のあった内容について、委員会の事務局（水産庁）から問い合わせることが

ある。
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漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 152 条第２項で定める 
広域漁業調整委員会の海域の区分 

太平洋 我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く。）の
うち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域 
一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海

岸線における境界点から三十二度三十分に引いた線 
二 北海道白神岬灯台から青森県下北郡佐井村と同県むつ市

の最大高潮時海岸線における境界点に至る直線 
三 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経

て蒲生田岬灯台に至る直線 
四 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線 
五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から
北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十
四秒の点（次号において「Ａ点」という。）に至る直線 

六 Ａ点から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分
四十四秒の点（次号において「Ｂ点」という。）に至る直線 

七 Ｂ点から百八十度に引いた線 
日本海・九
州西 

我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く。）の
うち、太平洋及び瀬戸内海以外の海域 

瀬戸内海 次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域 
一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経

て蒲生田岬灯台に至る直線 
二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線 
三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る

直線 
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 51号の四に基づく遊漁者等のくろまぐ

ろの採捕に関する届出制の違反者への対応方針（案） 

 

令和７年 11月４日策定 

 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 51号（以下「委員会指示」という。）

の四に基づき、太平洋広域漁業調整委員会会長（以下「会長」という。）

が定める委員会指示に違反した者への対応方針について、以下のとおり

定める。 

 

１ 委員会指示に基づく届出制の適切な実施を図るため、水産庁は、疑義

情報に接した場合等においては、関係する都道府県水産部局等と連携

して現地調査・指導等を行うとともに、当該指示の違反が認められる場

合には、速やかに事務局として会長に報告する。 

なお、漁業法（昭和 24年法律第 267号。以下「法」という。）第 157

条第１項に基づき、太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」とい

う。）として関係者に対して出頭を求め、又は必要な報告を徴すること

については、会長一任とし、出頭や必要な報告を徴した場合、後日、委

員会に報告するものとする。 

 

２ 会長は、上記１の報告を受け、法第 121条第４項で準用する法第 120

条第８項に基づき農林水産大臣に対して指示に従うべきことを命じる

旨の申請（以下「裏付命令の申請」という。）をする。 

裏付命令の申請に係る手続は、会長一任とし、裏付命令の申請をし

た場合、後日、委員会に報告するものとする。 

38

13083073
長方形

13083073
タイプライターテキスト
資料２ー５



届出制の概要 資料２－６
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 49号の一部改正について 

 
当委員会では、遊漁者による太平洋くろまぐろの採捕の管理を行うため、太

平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「指示第 49号」という。）を発出

して、遊漁による太平洋くろまぐろの採捕の管理を実施してきたところであ

るが、次の理由により、当該指示第 49 号を一部改正する指示として、資料３

－２の（案）により太平洋広域漁業調整委員会指示第 52 号を発出するととも

に、資料３－４の（案）により指示第 49号の６に基づく遊漁者によるくろま

ぐろの採捕に関する事務取扱要領及び資料３－６の（案）により指示第 49 号

の６に基づく遊漁者のくろまぐろの採捕の制限の違反者への対応方針の一部

改正を行う。 

 

 

１．改正内容及び理由 

（１）指示第 49 号の４の⑴に定める報告内容 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号（以下「指示第 51 号」という。）

に基づき、遊漁者は、遊漁により太平洋くろまぐろを採捕しようとする際に

は、届出を行わなければならず、届出を行わず太平洋くろまぐろを採捕した

場合は、指示第 51号違反として裏付命令を発出することとしている。 

指示第 49 号の４の⑴に基づき報告を行った採捕者が指示第 51 号の二の

１に基づく届出者であることを確認するため、指示第 49 号の４の⑴に定め

る報告事項に、「届出番号」を新設する。 

 

（２） 指示第 49号の項目番号の修正 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49号の項目番号を修正する。 

 

２．施行日 

令和８年４月１日とする。 
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太平洋広域漁業調整委員会指示第49号 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  案 改  正  前 

一 定義 

この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 「遊漁者」 水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないものをいう。 

㈠ 漁業者が漁業を営む場合 

㈡ 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合 

㈢ 試験研究又は教育実習を行う者がそのために水産動植物を採捕する場合 

２ 「太平洋」 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第百五十二条第二項及び漁業法施行令（昭和二

十五年政令第三十号）第十六条に規定する太平洋をいう。 

３ 「くろまぐろ（小型魚）」 くろまぐろのうち、三十キログラム未満のものをいう。 

４ 「くろまぐろ（大型魚）」 くろまぐろのうち、三十キログラム以上のものをいう。 

５ 「遊漁船」 遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号）第二条第二項に規定する遊

漁船をいう。 

１ 定義 

この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 「遊漁者」 水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないものをいう。

ア 漁業者が漁業を営む場合

イ 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

ウ 試験研究又は教育実習を行う者がそのために水産動植物を採捕する場合

⑵ 「太平洋」 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第百五十二条第二項及び漁業法施行令（昭和二

十五年政令第三十号）第十六条に規定する太平洋をいう。

⑶ 「くろまぐろ（小型魚）」 くろまぐろのうち、三十キログラム未満のものをいう。

⑷ 「くろまぐろ（大型魚）」 くろまぐろのうち、三十キログラム以上のものをいう。

⑸ 「遊漁船」 遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号）第二条第二項に規定する遊

漁船をいう。

二 くろまぐろ（小型魚）の採捕の制限 

遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ（小型魚）を採捕してはならない。くろまぐろ（小型魚）を意図せず

採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。 

２ くろまぐろ（小型魚）の採捕の制限 

遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ（小型魚）を採捕してはならない。くろまぐろ（小型魚）を意図せず

採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。 

三 くろまぐろ（大型魚）の採捕の制限 

１ 遊漁者は、太平洋において採捕したくろまぐろ（大型魚）を一人毎月一尾を超えて保持してはならない。

くろまぐろ（大型魚）を保持した者が別のくろまぐろ（大型魚）（以下「別個体」という。）を採捕した場

合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。 

２ 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）会長は、太平洋における遊漁者によるくろまぐろ

（大型魚）の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の

取組みに支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定め、太平洋において遊漁者によるくろまぐろ

（大型魚）の採捕を禁止する旨、公示する。 

３ 遊漁者は、２の公示により、くろまぐろ（大型魚）の採捕が禁止された期間中は、太平洋においてくろま

ぐろ（大型魚）を採捕してはならない。くろまぐろ（大型魚）を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に

放流しなければならない。 

３ くろまぐろ（大型魚）の採捕の制限 

⑴ 遊漁者は、太平洋において採捕したくろまぐろ（大型魚）を一人毎月一尾を超えて保持してはならない。

くろまぐろ（大型魚）を保持した者が別のくろまぐろ（大型魚）（以下「別個体」という。）を採捕した場

合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。

⑵ 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）会長は、太平洋における遊漁者によるくろまぐろ

（大型魚）の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の

取組みに支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定め、太平洋において遊漁者によるくろまぐろ

（大型魚）の採捕を禁止する旨、公示する。

⑶ 遊漁者は、⑵の公示により、くろまぐろ（大型魚）の採捕が禁止された期間中は、太平洋においてくろま

ぐろ（大型魚）を採捕してはならない。くろまぐろ（大型魚）を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に

放流しなければならない。

四 報告 

１ 遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ（大型魚）を採捕した場合には、採捕したくろまぐろ（大型魚）を

陸揚げした日から一日以内に、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。 

㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス 

㈡ 採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾数及び重量（計量方法を含む。） 

㈢ 尾さ長（ふん端から尾さまでの長さをいう。） 

㈣  採捕したくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした日及び陸揚げした場所 

㈤  採捕した海域 

㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 

㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 

㈧ 届出番号（太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の８、日本海・九州西広域漁業調整委員会指

示第八十二号の二の８及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の８に基づき交付される番号を

いう。） 

２ １の報告を行うに当たっては、採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾さ長が確認できる写真及び採捕した者

の運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写しを併せて提出しなければなら

ない。   

４ 報告 

⑴ 遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ（大型魚）を採捕した場合には、採捕したくろまぐろ（大型魚）を

陸揚げした日から一日以内に、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

ア 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス

イ 採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾数及び重量（計量方法を含む。）

ウ 尾さ長（ふん端から尾さまでの長さをいう。）

エ 採捕したくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした日及び陸揚げした場所

オ 採捕した海域

カ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号

キ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号

（新設）

⑵ ⑴の報告を行うに当たっては、採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾さ長が確認できる写真及び採捕した者の

運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写しを併せて提出しなければならな

い。
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五 指示の有効期間 

この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 

５ 指示の有効期間 

この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 

六 その他 

この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。 

６ その他 

この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。 

 附 則（太平洋広域漁業調整委員会指示第52号） 

１ この指示は、令和八年四月一日から施行する。 

２ この指示の施行の日前に採捕されたくろまぐろ（大型魚）に関する改正前の太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の４の⑴の規定に基づく報告については、なお従前の例による。 
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太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
十
九
号
（
案
） 

 
改
正 

令
和
七
年 
十
一
月
四
日
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
二
号 

  

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

  

令
和
七
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会 

会
長 

北
門 

利
英 

  

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
係
る
委
員
会
指
示 

 

一 

定
義 

 
 

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

１ 

「
遊
漁
者
」 

水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。 

  
 

㈠ 

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合 

 
 

㈡ 

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合 

  
 

㈢ 

試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合 

２ 

「
太
平
洋
」 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
二
項

及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
太
平
洋
を
い

う
。 

３ 

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
」 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を

い
う
。 

４ 

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
」 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を

い
う
。 

５ 

「
遊
漁
船
」 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
を
い
う
。 

 

二 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限 

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま

ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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三

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

１

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
一
人
毎
月
一
尾
を
超

え
て
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
保
持
し
た
者
が
別
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）
（
以
下
「
別
個
体
」
と
い
う
。
）
を
採
捕
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
別
個
体
を
海
中

に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
会
長
は
、
太
平
洋
に
お
け

る
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
、
漁
獲
可
能
量
制
度
に
基
づ
く
く
ろ
ま

ぐ
ろ
の
資
源
管
理
の
枠
組
み
又
は
遊
漁
者
に
よ
る
資
源
管
理
の
取
組
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
太
平
洋
に
お
い
て
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大

型
魚
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
旨
、
公
示
す
る
。

３

遊
漁
者
は
、
２
の
公
示
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
中

は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大

型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

報
告

１

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
採
捕
し

た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
一
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

採
捕
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

㈡

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
数
及
び
重
量
（
計
量
方
法
を
含
む
。
）

㈢

尾
さ
長
（
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。
）

㈣

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
及
び
陸
揚
げ
し
た
場
所

㈤

採
捕
し
た
海
域

㈥

遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号

㈦

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号

㈧

届
出
番
号
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
一
号
の
二
の
８
、
日
本
海
・
九

州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
二
号
の
二
の
８
及
び
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委

員
会
指
示
第
五
十
号
の
二
の
８
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る
番
号
を
い
う
。
）

２

１
の
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
が
確
認

で
き
る
写
真
及
び
採
捕
し
た
者
の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及

び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

六

そ
の
他
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こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。附

則
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
二
号
）

１

こ
の
指
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
指
示
の
施
行
の
日
前
に
採
捕
さ
れ
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
に
関
す
る
改
正
前
の
太

平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
十
九
号
の
４
の
⑴
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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太平洋広域漁業調整委員会第49号の６に基づく遊漁者によるくろまぐろの採捕に関する事務取扱要領 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  案 改  正  前 

太平洋広域漁業調整委員会指示第49号の六に基づく遊漁者によるくろまぐろの採捕に関する事務取扱要領 

 

令和７年３月４日策定 

令和７年11月４日一部改正 

 

太平洋広域漁業調整委員会指示第49号の６に基づく遊漁者によるくろまぐろの採捕に関する事務取扱要領 

 

令和７年３月４日策定 

 

 

 太平洋広域漁業調整委員会指示第49号（以下「委員会指示」という。）の六に基づき、太平洋広域漁業調整委員会会長が定める

遊漁者によるくろまぐろの採捕に関する事務の取扱等について、以下のとおり定める。 

 

 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「委員会指示」と

いう。）の６に基づく遊漁者によるくろまぐろの採捕に関する事務の取扱等につき以下のとおり定める。 

 

１．くろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告方法 

 委員会指示の四の１に定めるくろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告は、水産庁ホームページ「遊漁の部屋」

（https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/index.html）に設けた報告用ウェブサイト（以下「報告サイト」という。）に掲載され

た次に掲げるいずれかの方法により提出するものとする。なお、いずれの方法でも提出できない場合は、代替の方法も可とする。 

 

⑴報告サイトへの入力 

 報告サイトにアクセスし、委員会指示の四の１及び２に定める事項を報告フォームに入力及び添付し報告する。 

 

⑵報告用アプリケーションの利用 

 報告サイトに掲載されるアプリケーションを自身のスマートフォン等にインストールした上で、委員会指示の四の１及び２に定

める事項を入力及び添付し報告する。 

 

⑶電子メールによる送信 

 委員会指示の四の１及び２に定める事項を入力及び添付（報告サイトに掲載される別紙様式をダウンロードし必要事項を入力後

の電子ファイルを送付することでも可）し、メールアドレスkm-yugyo★maff.go.jp宛てに電子メールで送信する。 

 ※★を＠に置き換えること。 

 

１．くろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告方法 

 委員会指示の４⑴に定めるくろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告は、水産庁ホームページ「遊漁の部屋」

（https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/index.html）に設けた報告用ウェブサイト（以下「報告サイト」という。）に掲載され

た次に掲げるいずれかの方法により提出するものとする。なお、いずれの方法でも提出できない場合は、代替の方法も可とする。 

 

⑴報告サイトへの入力 

 報告サイトにアクセスし、委員会指示の４⑴及び⑵に定める事項を報告フォームに入力及び添付し報告する。 

 

⑵報告用アプリケーションの利用 

 報告サイトに掲載されるアプリケーションを自身のスマートフォン等にインストールした上で、委員会指示の４⑴及び⑵に定め

る事項を入力及び添付し報告する。 

 

⑶電子メールによる送信 

 委員会指示の４⑴及び⑵に定める事項を入力及び添付（報告サイトに掲載される別紙様式をダウンロードし必要事項を入力後の

電子ファイルを送付することでも可）し、メールアドレスkm-yugyo★maff.go.jp宛てに電子メールで送信する。 

 ※★を＠に置き換えること。 

 

２．報告に関する留意事項 

⑴委員会指示の四の１の㈡に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の重量はキログラム単位で記入するものとする。また、計量方

法については、秤、目測、尾さ長による換算、その他の方法から選択して記入するものとする。 

 

⑵委員会指示の四の１の㈢に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾さ長はセンチメートル単位で記入するものとする。また、

添付するくろまぐろ（大型魚）の写真については、メジャーを添えるなど尾さ長が確認できる写真を添付するものとする。 

 

⑶委員会指示の四の１の㈣に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした場所は、都道府県名及び場所名（港の名前等）を

記入するものとする。 

 

⑷委員会指示の四の１の㈤に定める採捕した海域は、別図の区分を記入するものとする。 

 

⑸委員会指示の四の１の㈧に定める届出番号は、太平洋広域漁業調整委員会指示第51号の二の８、日本海・九州西広域漁業調整委

員会指示第82号の二の８及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第50号の二の８に基づき交付される番号を記入するものとする。 

 

⑹委員会指示の四の２に定める氏名及び住所を証する書類の写しは、当該書類を撮影した写真を含むものとする。 

 

２．報告に関する留意事項 

⑴委員会指示の４⑴イに定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の重量はキログラム単位で記入するものとする。また、計量方法に

ついては、秤、目測、尾さ長による換算、その他の方法から選択して記入するものとする。 

 

⑵委員会指示の４⑴ウに定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾さ長はセンチメートル単位で記入するものとする。また、添付

するくろまぐろ（大型魚）の写真については、メジャーを添えるなど尾さ長が確認できる写真を添付するものとする。 

 

⑶委員会指示の４⑴エに定める採捕したくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした場所は、都道府県名及び場所名（港の名前等）を記入

するものとする。 

 

⑷委員会指示の４⑴オに定める採捕した海域は、別図の区分を記入するものとする。 

 

（新設） 

 

 

⑸委員会指示の４⑵に定める氏名及び住所を証する書類の写しは、当該書類を撮影した写真を含むものとする。 

 

３．個人情報等の取扱いについて 

 （略） 

 

３．個人情報等の取扱いについて 

 （略） 

 

４．報告に対する問い合わせ 

 （略） 

 

４．報告に対する問い合わせ 

 （略） 

 

別紙様式 

採捕実績報告書及び個人情報の取扱いに関する同意書 

年  月  日 

別紙様式 

採捕実績報告書及び個人情報の取扱いに関する同意書 

年  月  日 
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太平洋広域漁業調整委員会会長 殿 

 

１ 採捕実績の報告 

  太平洋広域漁業調整委員会指示第49号の四の１の規定に基づき、くろまぐろ（大型魚）の採捕実績について、次のとおり報告し

ます。 

 

届出番号  

氏名  

住所  

電話番号  

電子メールアドレス  

【遊漁船を利用した場合】 

遊漁船の船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 

 

【遊漁船以外の船舶（プレジャーボート）を利用した場合】 

船舶の船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号 

 

陸揚げした日 尾数（うちリリースした尾数

） 

重量（うちリリースした重量

）（kg） 

採捕した海域 

年   月   日 （     ）尾 （     ）kg  

陸揚げした場所（※１） 尾さ長(うちリリースした尾さ

長）（cm）(※２) 

計量方法（※３） くろまぐろの採捕（釣り）の

方法（※４） 

 （     ）cm   

※１ 陸揚げした場所は、都道府県名及び場所名（港の名前等）を記載。 

※２ ふん端から尾さまでの長さをいう。 

※３ 計量方法は以下から選択。 

   【秤、目測、尾さ長による換算、その他（具体的に記載）】 

※４ くろまぐろの採捕（釣り）の方法は以下から選択。 

   【ルアー釣り、餌釣り、その他方法（具体的に記載）】 

 

添付資料のチェック欄（□に✓を入れる。） 

① くろまぐろ（大型魚）にメジャーを添えるなど尾さ長が確認できる写真 □ 

② 採捕した者の運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写し □ 

 

２ 個人情報の取扱いに関する同意 

  上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際的な枠組みにおける資源管理その他の漁業生産力の発展

に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法

律第59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。）、都道府県その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該

取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供される可能性があることに同意します。 

 

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿 

 

１ 採捕実績の報告 

  太平洋広域漁業調整委員会指示第49号４⑴の規定に基づき、くろまぐろ（大型魚）の採捕実績について、次のとおり報告しま

す。 

 

（新設）  

氏名  

住所  

電話番号  

電子メールアドレス  

【遊漁船を利用した場合】 

遊漁船の船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 

 

【遊漁船以外の船舶（プレジャーボート）を利用した場合】 

船舶の船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号 

 

陸揚げした日 尾数（うちリリースした尾数

） 

重量（うちリリースした重量

）（kg） 

採捕した海域 

年   月   日 （     ）尾 （     ）kg  

陸揚げした場所（※１） 尾さ長(うちリリースした尾さ

長）（cm）(※２) 

計量方法（※３） （新設） 

 （     ）cm   

※１ 陸揚げした場所は、都道府県名および場所名（港の名前等）を記載。 

※２ ふん端から尾さまでの長さをいう。 

※３ 計量方法は以下から選択。 

   【秤、目測、尾さ長による換算、その他（具体的に記載）】 

（新設） 

 

 

添付資料のチェック欄（□に✓を入れる。） 

① くろまぐろ（大型魚）にメジャーを添えるなど尾さ長が確認できる写真 □ 

② 採捕した者の運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写し □ 

 

２ 個人情報の取扱いに関する同意 

  上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際的な枠組みにおける資源管理その他の漁業生産力の発展

に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法

律第59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。）、都道府県その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該

取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供される可能性があることに同意します。 
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号の六に基づく遊漁者によるくろまぐろの採

捕に関する事務取扱要領（案） 

令和７年３月４日策定 

令和７年 11 月４日一部改正 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「委員会指示」という。）の六に基づき、

太平洋広域漁業調整委員会会長が定める遊漁者によるくろまぐろの採捕に関する事務

の取扱等について、以下のとおり定める。 

１．くろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告方法 

 委員会指示の四の１に定めるくろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告は、水産庁ホー

ムページ「遊漁の部屋」（http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/index.html）に設け

た報告用ウェブサイト（以下「報告サイト」という。）に掲載された次に掲げるいずれかの

方法により提出するものとする。なお、いずれの方法でも提出できない場合は、代替の

方法も可とする。

（１）報告サイトへの入力

報告サイトにアクセスし、委員会指示の四の１及び２に定める事項を報告フォームに

入力及び添付し報告する。 

（２）報告用アプリケーションの利用

報告サイトに掲載されるアプリケーションを自身のスマートフォン等にインストールした

上で、委員会指示の四の１及び２に定める事項を入力及び添付し報告する。 

（３）電子メールによる送信

委員会指示の四の１及び２に定める事項を入力及び添付（報告サイトに掲載される

別紙様式をダウンロードし必要事項を入力後の電子ファイルを送付することでも可）し、

メールアドレス km-yugyo★maff.go.jp 宛に電子メールで送信する。

※★を＠に置き換えること。

２．報告に関する留意事項 

（１）委員会指示の四の１の㈡に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の重量はキログラム

単位で記入するものとする。また、計量方法については、秤、目測、尾さ長による換算、

その他の方法から選択して記入するものとする。
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（２）委員会指示の四の１の㈢に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾さ長はセンチメ

ートル単位で記入するものとする。また、添付するくろまぐろ（大型魚）の写真について

は、メジャーを添えるなど尾さ長が確認できる写真を添付するものとする。 

 

（３）委員会指示の四の１の㈣に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした場所は、

都道府県名および場所名（港の名前等）を記入するものとする。 

 

（４）委員会指示の四の１の㈤に定める採捕した海域は、別図の区分を記入するものとす

る。 

 

（５）委員会指示の四の１の㈧に定める届出番号は、太平洋広域漁業調整委員会指示第

51 号の二の８、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 82 号の二の８及び瀬戸

内海広域漁業調整委員会指示第 50 号の二の８に基づき交付される番号を記入する

ものとする。 

 

（６）委員会指示の四の２に定める氏名及び住所を証する書類の写しは、当該書類を撮

影した写真を含むものとする。 

 

３．個人情報等の取扱いについて 

報告のあった内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際的な枠

組みにおける資源管理その他の漁業生産力の発展に資する取組に活用するため、国

の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成 15年法律第 59 号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。）、都道府県

その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する

者を含む。）へ提供することがある。 

 

４．報告に対する問い合わせ 

報告のあった内容について、水産庁から問い合わせることがある。 
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別紙様式                

採捕実績報告書及び個人情報の取扱いに関する同意書  

 年   月   日  

   

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿  

   

１ 採捕実績の報告  

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号の四の１の規定に基づき、くろまぐろ（大型魚）の採捕実績に

ついて、次のとおり報告します。   

届出番号  

氏名    

住所    

電話番号    

電子メールアドレス    

【遊漁船を利用した場合】 

遊漁船の船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 

 

【遊漁船以外の船舶（プレジャーボート）を利用した場合】 

船舶の船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号 

 

陸揚げした日  尾数 (うちリリースした尾数) 重量(うちリリースした

重量)(kg) 

採捕した海域  

年   月   日       （     ）尾 （   ）kg   

陸揚げした場所（※１） 尾さ長(うちリリースした尾さ

長)(cm)（※２） 

計量方法 （※３） くろまぐろの採捕（釣

り）の方法 （※４） 

      （     ）cm   

  ※１ 陸揚げした場所は、都道府県名及び場所名（港の名前等）を記載。 

 ※２ ふん端から尾さまでの長さをいう。 

※３ 計量方法は以下から選択。 

【秤、目測、尾さ長による換算、その他（具体的に記載）】 

※４ くろまぐろの採捕（釣り）の方法は以下から選択。 

【ルアー釣り、餌釣り、その他方法（具体的に記載）】 

 

添付資料のチェック欄（□に✓を入れる。） 

① くろまぐろにメジャーを添えるなど尾さ長が確認できる写真 □ 

② 採捕した者の運転免許証の写し又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写し □ 

  

２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際的な枠組みにおける資源管理その

他の漁業生産力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有す

る個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。）、都道府県その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含

む。）へ提供されることがあることに同意します。   
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太平洋広域漁業調整委員会第49号の６に基づく遊漁者のくろまぐろの採捕の制限の違反者への対応方針 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  案 改  正  前 

太平洋広域漁業調整委員会指示第49号の六に基づく遊漁者のくろまぐろの採捕の制限の違反者への対応方針 

 

令和７年３月４日策定 

令和７年11月４日一部改正 

 

 

太平洋広域漁業調整委員会指示第49号の６に基づく遊漁者のくろまぐろの採捕の制限の違反者への対応方針 

 

令和７年３月４日策定 

 

 太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「委員会指示」という。）の六に基づき、太平洋広域漁業調整委員会会長（以下

「会長」という。）が定める委員会指示に違反した者への対応方針について、以下のとおり定める。 

 

 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、太平洋広域漁業調整委員会指示第 49号（以下「委員会指示」とい

う。）の６に基づき、委員会指示に違反した者への対応方針について、以下のとおり定める。 

 

１．委員会指示の適切な実施を図るため、水産庁は、疑義情報に接した場合等においては、関係する都道府県水産部局と連携して

現地調査・指導等を行うとともに、当該指示の違反が認められる場合には、速やかに事務局として会長に報告する。 

なお、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）第 157 条第１項に基づき、太平洋広域漁業調整委員会（以下

「委員会」という。）として関係者に対して出頭を求め、又は必要な報告を徴することについては、会長一任とし、出頭や必要

な報告を徴した場合、後日、委員会に報告するものとする。 

 

 

２．会長は、上記１の報告を受け、法第 121 条第４項で準用する法第 120 条第８項に基づき農林水産大臣に対して指示に従うべき

ことを命じる旨の申請（以下「裏付命令の申請」という。）をする。 

裏付命令の申請に係る手続は、会長一任とし、裏付命令の申請をした場合、後日、委員会に報告するものとする。 

 

１．委員会指示の適切な実施を図るため、水産庁は、疑義情報に接した場合等においては、関係する都道府県水産部局と連携して

調査・指導を行うとともに、当該指示の違反が認められる場合には、速やかに事務局として太平洋広域漁業調整委員会会長（以

下「会長」という。）に報告する。 

なお、漁業法第 157 条第１項に基づき、委員会として関係者に対して出頭を求め、又は必要な報告を徴することについては、

会長（又は会長職務代理）一任とし、出頭や必要な報告を徴した場合、後日、委員会に報告するものとする。 

※ 必要に応じて、水産庁は関係都道府県等と連携して現地調査等を実施。 

 

２．会長は、上記１の報告を受け、漁業法第 121条第４項で準用する同法第 120条第８項に基づき農林水産大臣に対して指示に従

うべきことを命じる旨の申請（裏付命令の申請）をする。 

裏付命令の申請に係る手続は、会長（又は会長職務代理）一任とし、裏付命令の申請をした場合、後日、委員会に報告するも

のとする。 
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号の六に基づく遊漁者のくろまぐろの採

捕の制限の違反者への対応方針（案）  

 

令和７年３月４日 

令和７年 11 月４日一部改正 

 

 

 太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「委員会指示」という。）の六

に基づき、太平洋広域漁業調整委員会会長（以下「会長」という。）が定める

委員会指示に違反した者への対応方針について、以下のとおり定める。 

 

１．委員会指示の適切な実施を図るため、水産庁は、疑義情報に接した場合等

においては、関係する都道府県水産部局と連携して現地調査・指導等を行う

とともに、当該指示の違反が認められる場合には、速やかに事務局として会

長に報告する。 

  なお、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）第 157条第

１項に基づき、太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）とし

て関係者に対して出頭を求め、又は必要な報告を徴することについては、会

長一任とし、出頭や必要な報告を徴した場合、後日、委員会に報告するもの

とする。 

 

２．会長は、上記１の報告を受け、法第 121 条第４項で準用する法第 120 条第

８項に基づき農林水産大臣に対して指示に従うべきことを命じる旨の申請

（以下「裏付命令の申請」という。）をする。 

裏付命令の申請に係る手続は会長一任とし、裏付命令の申請をした場合、

後日、委員会に報告するものとする。 
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